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第３ マンションにおける意思決定の今後の課題
と改正区分所有法

１ 「総会の形骸化」が更に深刻化するおそれ

(１) 区分所有法改正前の状況

国土交通省「令和５年度マンション総合調査結果報告書」によると、直近の通常総

会への区分所有者（委任状及び議決権行使書提出者を含みます。）の概ねの出席割合の

平均は88.5％です。ところが、委任状及び議決権行使書提出者を除き、実際に会場で

出席した区分所有者割合の平均は24.6％にすぎません。

つまり、出席といっても書面（委任状又は議決権行使書）による出席者が平均63.9％

（88.5％−24.6％＝63.9％）にのぼり、また、何ら意思表明をしなかった区分所有者

の平均は11.5％（100％−88.5％＝11.5％）ということになります。

上記の統計は、昨今問題視されている「総会の形骸化」を裏付けるものです。勝負

は総会開催前の委任状、議決権行使書集めの段階で決まっており、実際の総会でどの

ような議論をしても、どのような投票をしても結果は変わらないことになります。

以下の具体例で考えてみましょう。

区分所有者数100戸（１住戸１議決権）のマンションです。

※このマンションの出席状況を全国平均で当てはめると、以下の数字になります。

・会場出席者は、25名です。

・書面（委任状又は議決権行使書）による出席者は、64名です。

・何ら意思表明をしなかった区分所有者は、11名です。

上記マンションにおいて、理事会側が提出した議案は、普通決議、特別決議いずれ

も検討が不十分な点が多く、会場出席者の投票結果は、賛成12名、反対13名でいずれ

の議案も反対者の方が多かったとします。ところが、そうだとしても書面（委任状又

は議決権行使書）で賛成票を集めていれば、以下のとおり、普通決議は賛成多数で可

決しますし、特別決議も４分の３を満たし可決するのです。

全100名（89名出席） 賛成 反対 合計

会場出席者 12名 13名 25名

書面（委任状又は議決権行使書） 64名 ０名 64名

合計 76名 13名 89名

第１章 マンションにおける総会
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第14 著しい迷惑行為への対応

�フローチャート〜迷惑行為への対応�

第３章 各種意思決定プロセス
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有39③）とは違いますので、議決権行使に際して規約の定めや集会の決議は不要です（標

準管理規約コメント46⑧）。

ヒ ン ト

〇完全オンライン方式の現実性

500戸の団地で、パソコンを持っていない組合員が10人、パソコンを持っていてもリ

アル出席を希望する組合員が10人いるとします。この場合、完全オンライン方式で総会

を開催できるでしょうか。

何らかのサポートにより、状況を変えない限り、答えはNOです。区分所有者の総会

出席の権利を害することになるからです。リアル出席の総会にするかハイブリッド方

式をとる必要があります。

高齢の居住者が多いなど、区分所有者間のIT格差が大きいと思われる管理組合では完

全オンライン方式は現実的ではないかもしれません。

(２) WEB会議システム等を用いた総会のメリットとデメリット

以下のようなことが考えられます。

メリット デメリット

・リゾート型や投資用マンションな

ど、区分所有者がその建物に居住

していない場合など、リアル出席

が困難な区分所有者も総会参加が

可能になる。

・総会に参加する区分所有者の数を

底上げする。

・完全オンライン方式では総会の会

場確保が不要になり、ハイブリッ

ド方式ではリアル出席のみの場合

に比べて小さい会場で済み、会場

確保の費用や手間が節約できる。

・なりすまし参加の危険。

・テキストで質問を受け付ける場合、議事妨

害の目的で同じ質問を複数回送る等の質問

権の濫用的行使の可能性。

・通信障害でオンライン出席者が討議、決議

に参加できない事態が生じる。

・招集者側、区分所有者ともインターネット

が活用できるような環境整備が必要。

・WEB会議システムに不慣れな区分所有者

が総会に出席できない事態が生じる危険。

・経験則の不足により、議長が運営に苦慮す

る可能性。

(３) WEB会議システム等を用いた総会導入の手順

特段の規約改正をしなくても、WEB会議システムを用いた総会を行うこと自体は

不可能ではないとしても、総会の参加の仕方に大きな影響が出ますから、やはり対象

マンションの管理規約を確認し、必要があれば、想定される開催方法に沿った形で規

第２章 総会の計画と実施

〔MSS0007〕【ショウエイ企画(谷口)】
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２ 理事会等でどう検討を進めるか

(１) 迷惑行為又はそのおそれの存在を認識・把握する

管理組合の理事会が、マンション内における何らかの迷惑行為の存在（迷惑行為が

これからなされようとするおそれも含めて）を認識するきっかけとしては、理事会（管

理組合）又は管理会社へのマンション居住者からの申告、理事会の構成員である役員

自身が実際に迷惑行為を現認すること等が挙げられます。

理事会が迷惑行為の存在又はそのおそれに気付いた場合には、何よりもまずは放置

しないことが肝要です。放置すれば、被害を申告した居住者の不満が増幅するととも

に、実際に迷惑行為がなされている場合には、行為者に対して当該行為が許されてい

ると誤った認識をさせてしまうことになります。

それでは、迷惑行為があるとの申告を受けた理事会としては、どのように動くべき

でしょうか。

まず、できる限り複数の理事らで、申告された迷惑行為の現場に赴いて、行為の有

無と、行為がある場合にはその具体的な内容を確認すべきです。

その上で、理事らがあくまでも中立の立場で、行為者と被害を申告した居住者の双

方から公平に話を聞く努力をする必要があります。場合によっては対話不能の相手と

いうこともありますが、①行為者が当該行為を行う動機、②行為によって行為者が得

ている利益があればその内容と大小、③被害を訴えている居住者の被害の内容及び程

度を可能な限り確認してください。加えて、④現に被害を訴えている居住者以外にも、

マンション内に同様の被害を受けている居住者がいるか、いる場合はその数や被害の

内容等を確認することも必要です。

裁判上の措置は、あくまでも「やむにやまれぬ最終手段」と位置付けるべきですし、

たとえ裁判外の措置（区分所有57）であっても、管理規約等に基づき「その是正等のた

め必要な勧告又は指示若しくは警告」（標準管理規約67①）を正式に発するとなれば、そ

れを受ける側は強い威圧感や嫌悪感を覚えるものです。マンションという同じコミュ

ニティで暮らす者同士、まずは何よりも対話による解決を目指すという姿勢が重要で

す。

ただし、最終的にやむなく法的措置を講じなければならないこともあり得ることは

常に意識しつつ、確認や調査の結果等をしっかりと書面・写真等の目に見える形での

記録で残しておくことをお勧めします。

第３章 各種意思決定プロセス
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第１　総会（集会）は最高の意思決定機関
１　マンション管理の要となるトライアングル
２　総会運営には管理規約の内容確認が不可欠
３　管理組合の成立と管理方式
４　団地における総会
５　複合用途型マンションにおける総会 
第２　総会決議事項と決議要件
１　総会で何を決めるか（決議事項）
２　総会でどのようにして決めるか（決議要件）
３　共用部分等の管理
４　議決権
５　総会決議の効力はどこまでの範囲の者に及ぶのか
６　所在等不明区分所有者を集会決議の母数から
　除外する制度ほか 
第３　マンションにおける意思決定の今後の課題と
　　改正区分所有法
１　「総会の形骸化」が更に深刻化するおそれ
２　「区分所有者の無関心化」が更に深刻化するお
　それ
３　総会決議無効確認請求訴訟の増加 

＜フローチャート～通常総会の流れ＞ 
第１　総会のプランニングから招集通知発送まで
1　通常（定期）総会
(１)　通常（定期）総会とは
(２)　通常総会はいつ開催するか
2　臨時総会（標準管理規約42条２項）
(１)　臨時総会が必要となる場合
(２)　理事長等による招集
(３)　理事長等以外による招集
(４)　臨時総会ならではの注意点
3　議題と議案
(１)　議題とは
(２)　議題と議案の違いは
(３)　議案の作成過程 
4　総会の日時・場所
(１)　日時の設定
(２)　場所の設定
5　区分所有者からの提案
(１)　区分所有者が提案を行う方法
(２)　管理者等の招集権者、理事会の対応
(３)　提案の注意点 

6　議決権の行使方法
(１)　区分所有者本人が総会に出席しての議決権
　行使
(２)　書面又は代理人による議決権行使
(３)　議長に一任とすることについて
(４)　電磁的方法による議決権の行使
【参考書式１】　招集通知
【参考書式２】　出席票・議決権行使書面・委任状�

第３　総会のIT化と開催しない決議方法
1　WEB会議システム等を用いた総会
(１)　WEB会議システム等の導入
(２)　WEB会議システム等を用いた総会のメリッ
　トとデメリット
(３)　WEB会議システム等を用いた総会導入の手順
(４)　デメリット克服対策

2　総会を開催しない決議方法～書面、ITの利用～
(１)　書面又は電磁的方法による決議
(２)　区分所有者全員の書面又は電磁的方法によ
　る合意
(３)　書面又は電磁的方法による決議・合意の効力
【参考書式３】　ハイブリッド方式での開催の
　　ための通常総会招集通知
【参考書式４】　ハイブリッド方式での開催の
　　ための出席票・議決権行使書面・委任状 

第４　区分所有者から総会の招集を求める手段
1　管理者に対する総会招集請求
(１)　区分所有者による総会招集請求・総会招集
(２)　管理者に対する総会招集請求
2　総会招集請求を受けた管理者の対応
(１)　管理者の留意事項
3　少数区分所有者が直接総会を招集する場合
(１)　少数区分所有者が総会を招集できる場合
(２)　管理会社の協力が得られない場合
(３)　総会招集・開催などに要した費用の負担 
4　管理者がないとき
(１)　「管理者がないとき」の意味
【参考書式５】　臨時総会招集請求書
【参考書式６】　臨時総会招集通知
【参考書式７】　少数区分所有者による臨時総
　　会招集通知 

第５　招集通知発送後の準備
1　招集通知発送後当日までにやるべきこと
(１)　出席票、議決権行使書面、委任状の到着確認
(２)　未提出者への連絡
(３)　賛否の仕分け（票読み）
(４)　出席票、議決権行使書面、委任状のチェック
(５)　事前質問、当日に想定される質問への対応
　準備
(６)　総会当日に必要なものの準備
(７)　専門家に立会いを依頼した場合の準備
2　当日の受付から議事開始まで
(１)　総会当日に重要事項説明会がある場合
(２)　総会に出席できるのは誰か
(３)　総会開始前の会場整理
(４)　会場変更の必要性の検討
【参考書式８】　受付名簿 

2　議事を進める上での重要なポイント
(１)　区分所有者の発言を促す方法
(２)　区分所有者の発言を整理する方法
(３)　区分所有者の発言を処理する方法
(４)　区分所有者の質問を処理する方法
(５)　区分所有者の質問を要約する方法
(６)　回答を拒んでもよい場合
3　動議への対応
(１)　動議の種類
(２)　修正動議の処理方法
4　総会が荒れるときの対応
(１)　総会が荒れるときの議長の対応
(２)　事前の発言時間等の制限
(３)　区分所有者が許与された発言時間を超える
　場合
(４)　発言中止勧告
(５)　発言禁止命令
(６)　退場命令
(７)　発言の打切り
5　採決の方法
(１)　決議の取り方についての議長の権限
6　争いが生じている議案で特に配慮すべき点
(１)　総　論
(２)　時間管理の重要性
(３)　採決の方法の重要性
(４)　事前の説明会や意見交換会 

第７　総会終了後の重要事項
1　理事会の開催
(１)　理事会の招集
(２)　審議内容
(３)　その他事項
2　総会議事録・理事会議事録の作成
(１)　総会議事録の意義
(２)　総会議事録の作成上の留意点
(３)　記載例
(４)　作成後の事務
(５)　理事会議事録
3　議事録の保管・閲覧要求
(１)　議事録の保管
(２)　議事録の閲覧請求者の範囲
(３)　閲覧の方法（閲覧の制限）
(４)　謄写請求
4　決議に瑕疵があった場合
(１)　決議の瑕疵
(２)　瑕疵を治癒する方法
【参考書式９】　総会議事録の例 

第１　収支決算と事業報告・収支予算と事業計画
＜フローチャート～収支決算・事業報告＞
＜フローチャート～収支予算・事業計画＞
1　収支決算・事業報告の考え方
(１)　収支決算・事業報告が必要とされる根拠
(２)　収支決算・事業報告を承認することの意義
2　必要な総会決議と決議事項
(１)　収支決算の準備と総会決議
(２)　事業報告の準備と総会決議
3　収支予算と事業計画
(１)　収支予算と事業計画が必要とされる根拠
(２)　収支予算と事業計画の持つ意味
(３)　収支予算・事業計画の準備と総会決議
4　総会で想定される質問事項 

第２　招集通知の作成と発送
1　招集通知の内容と作成開始
2　招集通知の発送時期
3　招集通知の宛先
4　掲示による招集通知
5　区分所有者が海外に住んでいる場合
(１)　ITの導入
(２)　国内管理人制度の利用

第６　議事進行の方法
1　議長の役割と権限
(１)　誰が議長を務めるか
(２)　議長の権限

第２　役員の選任と解任
＜フローチャート～役員の選任方法＞
1　管理組合の役員選任の考え方
(１)　役員についての法律と管理規約上の扱い
(２)　理事会方式の場合の候補者の選定の仕方
(３)　自分が理事をやりたい、候補者を推薦したい
　とき
(４)　途中で役員が欠けたときに備えて
2　決議すべき事項と議案書作成
3　決議の取り方
(１)　定数を超える候補者がいる場合の決議の取
　り方
(２)　反対提案が議案となっている場合のその決
　議の要否

4　役員を解任したいとき
(１)　区分所有法と規約の確認
(２)　理事会による理事長の解任
(３)　解任議案の準備と提出
(４)　議案書作成における注意点
5　総会当日に生じる問題
(１)　個人攻撃への対応
(２)　動議が出された場合への対応
(３)　監事が理事長を解任するために臨時総会を
　招集する場合の議長

6　総会で想定される質問事項 

第４　漏水原因箇所の修繕工事
＜フローチャート～漏水修繕工事＞
1 漏水修繕工事の考え方
(１)　漏水問題の４つの局面
(２)　漏水の発生箇所と工事の緊急度
2 必要な総会決議と議案書作成
(１)　必要となる総会決議の内容
(２)　決議事項
(３)　議案の作成
3 工事の緊急度に合わせた意思決定と総会
(１)　漏水は待ったなし
(２)　災害時のような特殊状況以外で総会決議なし
　に行う工事
(３)　決議後、着工後に工事内容や金額に変更が出
　た場合
4 総会で想定される質問事項 

第５　管理委託契約の締結と更新
＜フローチャート～管理委託契約＞
1 管理委託契約締結と更新の考え方
(１)　いわゆる管理会社とは
(２)　契約締結に当たって知っておくべきこと
(３)　更新契約の内容が調わない場合
2 必要な総会決議と議案書作成
(１)　何を決議するか
(２)　議案作成に当たり気を付けること
(３)　重要事項説明会が必要な場合
3 総会で想定される質問事項
【参考書式10】　重要事項説明書 

第６　管理会社の変更
＜フローチャート～管理会社の変更＞
1 管理会社の変更の考え方
(１)　変更が必要となる場合
(２)　変更を考えることのメリットとリスク
(３)　変更の時期の問題
2 必要な総会決議と意思決定のプロセス
(１)　意思決定までの道のり
(２)　理事会での検討の限界
(３)　候補会社の絞り込み
(４)　総会で決議すべき事項
(５)　議案書作成上の注意点
3総会で想定される質問事項
(１)　管理会社変更の経緯
(２)　管理会社変更に伴う業務関連 

第７　管理費等の変更
＜フローチャート～管理費等の変更＞
1 管理費等の変更の考え方
(１)　管理費、修繕積立金等とは
(２)　値上げが必要になるケース
(３)　金額変更ではなく一時負担金を徴収する場合
2 値上げ額の算出と説明会
(１)　理事会等における値上げ額の検討
(２)　説明会・意見交換会の実施
3 決議すべき事項と議案書作成
(１)　決議すべき事項
(２)　普通決議か特別決議か
(３)　議案の作成
(４)　決議成立後の事務
4 総会で想定される質問事項 

第８　ペット禁止と解禁
＜フローチャート～ペット飼育制限＞
1 ペット飼育制限の考え方
(１)　専有部分内の使用方法制限の可否
(２)　一律禁止することの可否
2 必要な総会決議と議案書作成
(１)　普通決議か特別決議か
(２)　特別の影響を及ぼすとき
(３)　決議事項
3 ペット規定導入に際して実施すべきこと
(１)　アンケート調査の実施
(２)　意見交換会の開催
(３)　理事会における管理規約条項、使用細則条項
　の検討

3 着工後、竣工後に必要な意思決定
(１)　総会決議後に工事金額や内容に変更が出た
　場合
(２)　竣工後のフォロー
4 総会で想定される質問事項

(４)　総会当日における注意点
(５)　説明会の開催、各種届出の受理等
4 総会で想定される質問事項 

第９　共用部分の変更（機械式駐車場の撤去）
＜フローチャート～機械式駐車場の撤去＞
1 機械式駐車場の撤去の考え方
(１)　機械式駐車場を取り巻く現状
(２)　附置義務との関係
(３)　維持か撤去か
2 検討すべき事項とそのプロセス
(１)　理事会等での綿密な検討が必要
(２)　収支のシミュレーション
(３)　全面撤去か一部撤去か
(４)　撤去方法・費用の検討
(５)　撤去跡の利用方法
(６)　撤去後の駐車場運営
(７)　工事実施中の対応
3 必要な総会決議
(１)　必要となる総会決議の内容
(２)　決議事項
(３)　議案の作成
4 EV充電器の設置
(１)　駐車場に関するその他の検討
(２)　EV充電器導入の際に検討すべきこと
(３)　必要な総会決議の内容
5 総会で想定される質問事項 

第10　専門家の活用
＜フローチャート～専門家の活用＞
1 専門家活用の考え方
(１)　マンション管理の高度化・複雑化
(２)　外部管理者方式（管理業者管理方式）にお
　ける専門家登用
(３)　組合内部の専門家にお願いする
(４)　外部専門家の活用
2 必要な総会決議と意思決定のプロセス
(１)　専門家の活用バリエーションと必要なプロセス
(２)　外部専門家（弁護士）と顧問契約をする場合
(３)　外部専門家を監事とする場合（外部管理者
　　方式を採用している場合）
(４)　外部専門家を専門委員会の委員とする場合
3 総会で想定される質問事項 
第11　外部管理者方式への移行
＜フローチャート～外部管理者方式＞
1 外部管理者方式の考え方
(１)　外部管理者方式とは
(２)　役員のなり手不足と管理業者管理者方式
(３)　理事会を存続させるか廃止するか
(４)　外部管理者方式のメリット・デメリット
2 外部管理者方式導入に当たっての留意点
(１)　リスクを理解した上での周到な検討
(２)　管理組合運営のあり方と管理者権限の範囲
　明確化
(３)　組合財産の保護、多額の金銭事故・事件の防止
(４)　管理者が地位を離れる際のプロセス
(５)　日常管理における利益相反取引等における
　プロセス
(６)　大規模修繕工事におけるプロセス
(７)　監事の設置と監査のあり方
3 必要な総会決議と意思決定のプロセス
(１)　外部管理者制度移行の検討
(２)　総会議案作成までのプロセス
(３)　導入段階で必要な総会決議
4 総会で想定される質問事項 

第12　管理費等請求訴訟の決定
＜フローチャート～管理費等請求訴訟＞
1 滞納者に対する法的手続
(１)　滞納者に対する対応
(２)　管理会社はどこまでやってくれるのか
(３)　法的手続の検討
(４)　法的手続への準備
(５)　訴訟の出口
2 通常訴訟、競売手続に必要な総会決議
(１)　滞納管理費請求訴訟に際して必要な総会決議
(２)　通　知
(３)　訴訟等の開始後
3 59条競売に必要な総会決議
(１)　59条競売の目的
(２)　59条競売に際して必要な総会決議

(３)　競売の申立期間
4 総会で想定される質問事項 

第13　管理組合の法人化
＜フローチャート～管理組合の法人化＞
1 管理組合法人化の考え方
(１)　法人化の実情
(２)　管理組合法人の法的性質
(３)　法人化のメリット
(４)　法人化のデメリット
2 必要な総会決議と決議事項
(１)　法人化の検討
(２)　必要な総会決議と決議事項
(３)　総会の開催等
(４)　総会決議後の事務
3 総会で想定される質問事項
【参考書式11】　管理組合法人設立登記申請書 

第14　著しい迷惑行為への対応
＜フローチャート～迷惑行為への対応＞
1 迷惑行為への対応についての考え方
(１)　共同の利益に反する行為
(２)　義務違反者に対する措置
(３)　管理規約に定められた措置
2 理事会等でどう検討を進めるか
(１)　迷惑行為又はそのおそれの存在を認識・把
　握する
(２)　早期に弁護士に依頼することのメリット
(３)　理事会における義務違反者への具体的な措
　置に向けた動き
3 必要な総会決議と決議事項
(１)　必要となる手続
(２)　決議事項
(３)　弁明の機会の付与
(４)　議案検討時、総会当日における注意点
4 総会で想定される質問事項
【参考書式12】　弁明の機会を付与する書面の
　　記載例（区分所有法60条に基づいて占有
　　者に対し裁判上の措置をとる場合） 

第15　配管の一体的更新
＜フローチャート～配管の一体的更新＞
1 配管の一体的更新の必要性
(１)　配管は共用部分と専有部分の両方にわたっ
　て存在する
(２)　区分所有法の改正に至るまで
(３)　改正区分所有法の規定
(４)　標準管理規約の規定
(５)　マンションの長寿命化に欠かせない配管の
　更新
2 必要な総会決議と具体的な進め方
(１)　実態の把握（配管の劣化診断・アンケートの
　実施）
(２)　長期修繕計画への反映
(３)　管理規約の改正
(４)　総会決議
(５)　総会決議後、一体化更新工事の実施まで
(６)　工事完了後
3 総会で想定される質問事項 

第 １ 章 
マンションにおける総会 

第 ２ 章 
総会の計画と実施 

第 ３ 章 
各種意思決定プロセス 

内容を一部変更することがございますので、
ご了承ください。

マンション総会運営マニュアル－管理組合の意思決定プロセスはこれでクリアに－ 

掲　載　内　容

第４　マンションの再生と終活における総会決議
１　老朽化マンションの出口はどこに
２　改正区分所有法による要件緩和と選択肢の拡大 
３　マンションの建物が滅失してしまった場合の措置
４　被災マンション法による特例措置 

(５)　区分所有法の改正におけるWEB会議の取扱い 

第３　大規模修繕工事
<フローチャート～大規模修繕工事>
1 大規模修繕工事の考え方
(１)　大規模修繕工事とは
(２)　長期修繕計画
(３)　組合内部の体制
(４)　責任施工と設計監理方式
2 必要な総会決議と意思決定のプロセス
(１)　各段階ごとに意思決定と総会決議が必要
(２)　修繕委員会の発足
(３)　設計監理業者の選定
(４)　劣化診断（建物診断）と修繕の検討
(５)　施工業者の選定と工事内容の確定
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